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市
で
は
、
大
規
模
な
地
震
災
害
な
ど
が
発
生
し
た
時
、
地
域
の
病
院
や
診

療
所
を
閉
鎖
し
、
小
学
校
な
ど
の
公
共
施
設
に
救
護
所
を
開
設
す
る
よ
う
に

定
め
て
い
ま
す
。

　

今
年
、
県
の
防
災
訓
練
が
袋
井
市
で
行
わ
れ
ま
す
。
災
害
へ
の
備
え
に
つ

い
て
確
認
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
今
回
は
災
害
時
の
医
療
救
護
体
制
に
つ
い

て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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い
つ
起
き
て
も
お
か
し
く
な
い

東
海
地
震

　

複
雑
な
地
殻
構
造
の
上
に
位
置
す
る

我
が
国
は
、
世
界
的
に
見
て
も
地
震
の

発
生
の
多
い
国
で
あ
り
、
過
去
よ
り
頻

繁
に
大
き
な
被
害
を
生
じ
る
よ
う
な
地

震
に
見
舞
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

 

な
か
で
も
、
安
政
東
海
地
震
か
ら

１
５
０
年
余
が
経
過
し
、
駿
河
湾
周
辺

の
地
殻
の
変
形
の
蓄
積
状
況
を
考
え
合

わ
せ
る
と
、
近
い
将
来
大
規
模
な
地
震

が
発
生
す
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
こ
の
予
想
さ
れ
る
地
震
が
東

海
地
震
で
す
。

　

平
成
20
年
４
月
１
日
現
在
、
静
岡
県

や
東
京
都
、
三
重
県
を
含
む
、
８
都
県

が
「
地
震
防
災
対
策
強
化
地
域
」
に
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
東
海
地
震
が
発
生

し
た
場
合
、
こ
の
地
域
で
は
震
度
６
弱

以
上
の
地
震
動
を
受
け
る
、
あ
る
い
は

地
震
に
伴
い
高
さ
３
ｍ
以
上
の
津
波
が

地
震
発
生
後
約
20
分
以
内
で
来
襲
す
る

恐
れ
が
あ
る
な
ど
、
著
し
い
被
害
を
も

た
ら
す
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

袋
井
市
の
被
害
想
定

　

静
岡
県
の
第
３
次
地
震
被
害
想
定
に

よ
る
と
、
東
海
地
震
に
よ
り
、
市
内
で

は
、
死
者
２
２
３
人
、
重
症
患
者
４
８
６

人
、
中
等
症
患
者
２
，
６
４
０
人
の
人
的

被
害
等
が
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
（
平
成

13
年
５
月
発
表
）
。
袋
井
市
で
は
、
こ
の

予
想
さ
れ
る
東
海
地
震
な
ど
の
災
害
か

ら
、
市
民
の
生
命
、
健
康
を
守
る
た
め
、

医
療
救
護
計
画
を
策
定
し
、
そ
の
体
制

の
強
化
に
努
め
て
い
ま
す
。

災
害
時
医
療
救
護
体
制
の

確
立
を
目
指
し
て地域防災訓練の様子（平成20年 12月）

項目 阪神・淡路大震災 県内東海地震被害想定（予知なし）
地域の人口 約547万人 約374万人
マグニチュード 7.3 8程度
震度7の区域 約30ｋ㎡ 約131ｋ㎡
人的被害

（死者、重・軽傷者） 約5万人 約11万人

物的被害
（建物被害） 約24万9千棟 約49万棟

阪神・淡路大震災の被害と東海地震の第3次被害想定との比較

静岡県地震防災センターホームページより
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　　　　　【特集】災害時医療救護体制の確立を目指して

袋
井
市
の
医
療
救
護
体
制

　

大
規
模
な
地
震
災
害
時
に
は
、
多
数

の
負
傷
者
が
同
時
に
発
生
し
、
病
院
や

診
療
所
は
大
混
乱
・
大
混
雑
が
予
想
さ

れ
ま
す
。

　

市
で
は
、
大
規
模
な
地
震
災
害
な
ど

が
発
生
し
、
市
長
が
指
示
し
た
時
、
地

域
の
病
院
や
診
療
所
を
閉
鎖
し
、
小
学

校
な
ど
の
公
共
施
設
に
救
護
所
を
開
設

す
る
よ
う
定
め
て
い
ま
す
。
救
護
所
に

は
、
地
域
の
病
院
や
診
療
所
の
医
師
、

看
護
師
な
ど
が
出
動
し
て
、
主
に
次
の

よ
う
な
医
療
活
動
を
行
い
ま
す
。

① 

重
症
患
者
、
中
等
症
患
者
、
軽
症
患

者
の
振
り
分
け
（
以
下
、
ト
リ
ア
ー

ジ
と
い
う
）

▽ 

重
症
患
者
…
生
命
を
救
う
た
め
、
た

だ
ち
に
手
術
や
入
院
治
療
を
必
要
と

す
る
人 

▽ 

中
等
症
患
者
…
多
少
の
時
間
が
遅
れ

て
も
、
生
命
に
危
険
は
な
い
が
、
入

院
治
療
を
必
要
と
す
る
人

▽ 

軽
症
患
者
…
上
記
以
外
で
医
師
の
治

療
を
必
要
と
す
る
人

② 

手
術
が
必
要
な
人
や
入
院
治
療
が
必

要
な
中
等
症
・
重
症
患
者
の
応
急
処

置
と
救
護
病
院
（
袋
井
市
民
病
院
ほ

か
）
な
ど
へ
の
搬
送
手
配

③
軽
症
患
者
の
応
急
処
置

　

被
災
地
の
病
院
は
、
電
気
、
水
道
な

ど
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
や
医
療
資
源
の
低

下
に
よ
り
、
病
院
機
能
が
著
し
く
低
下

す
る
た
め
、
重
症
患
者
の
治
療
は
、
非

被
災
地
の
病
院
で
行
う
方
が
助
か
る
可

能
性
が
高
く
な
り
ま
す
。

　

被
災
地
の
病
院
は
治
療
の
拠
点
で
は

な
く
、
主
に
広
域
搬
送
の
拠
点
と
し
て

機
能
し
、
重
症
患
者
や
中
等
症
患
者
は

非
被
災
地
の
救
護
病
院
等
に
搬
送
し
、

治
療
や
手
術
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

ま
た
、
災
害
時
に
お
け
る
負
傷
者
の

搬
送
は
、
消
防
署
員
だ
け
で
は
人
手
が

足
り
な
い
こ
と
か
ら
、
地
域
の
自
主
防

災
隊
や
消
防
団
な
ど
が
主
体
と
な
っ
て

行
う
こ
と
で
、
よ
り
効
果
的
な
人
命
救

助
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
地
域
で

の
救
命
活
動
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

大規模災害により、多数の負傷者が発生 

袋井東救護所
袋井東小

袋井西救護所
袋井西小

【搬送主体】
自主防災隊、市消防団、
袋井消防本部

袋井南救護所
高南小

浅羽北救護所
浅羽北公民館

浅羽南救護所
浅羽南小

袋井北救護所
袋井北小

山梨救護所
山名公民館

トリアージにより重症・中等症を判別
（軽症患者は、応急処置）

重症・中等症患者

非被災地の病院

救護病院（袋井市民病院）

●負傷者の搬送経路

災害時医療の目的

　災害時医療の目的は、「助かる命を助けること」です。
　多くの負傷者が発症する被災状況において、救護所や
救護病院は、重症度・緊急度により負傷者を選別し、治
療と搬送の優先度を決めて、搬送の手配を行います。救
命の可能性の高い負傷者を優先することで、1 人でも多
くの命を救うよう活動します。そのため、軽症患者の応
急処置の優先度は下がります。軽いけがなど家庭救護で
対応できる方は、各家庭での応急処置をお願いします。


